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はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

 わが国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることが可能とな

る一方で、高齢化の急速な進行に伴い疾病構造が変化し、疾病全体に占める

生活習慣病（がん、心臓病、脳卒中、糖尿病など）の割合が増加し、死亡原

因でも生活習慣病が約６割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民

医療費の約３分の１となっています。このような中、医療費は年々伸び続け

ており、今後ますます高齢化が進めば、国民皆保険制度の維持が困難になる

ことが危惧されています。 

このため、中長期的に医療費の伸びを抑制することを目的として、生活習

慣病対策に国を挙げて取り組むことになり、平成２０年度から、「高齢者の

医療の確保に関する法律」に基づき、生活習慣病の発症や重症化予防のため、

医療保険者にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定

健康診査（以下「特定健診」といいます。）及び特定保健指導の実施が義務

づけられました。 

香川県建設国民健康保険組合（以下「香建国保」といいます。）では、平

成２０年２月に「第１期特定健康診査等実施計画」（平成２０～２４年度）

を、平成２５年２月に「第２期特定健康診査等実施計画」（平成２５～２９

年度）を、平成３０年２月に「第３期特定健康診査等実施計画」（平成３０

～令和５年度）を策定し、１６年間にわたり特定健診及び特定保健指導を実

施し、生活習慣病の予防と早期発見、早期治療に取り組んできました。 

この度、第３期が終了することに伴い、これまでの実施結果等を踏まえ、

計画の見直しを行い、新たに第４期の計画を策定するものです。なお、計画

の期間は、令和６～１１年度の６年間とします。 

 

２ 特定健診・特定保健指導の目的 

特定健診は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メ

タボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させるための特定保健指導

を必要とする人を選び出すための健診です。一人一人の被保険者が受診をき

っかけとして、自分の健康状態を把握し、健康の維持増進に役立てるために

実施します。健診受診が習慣化すれば、健康の維持増進に大いに役立つと考

えられます。 

特定保健指導は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣を改善する

ための自主的な取組を継続的に行うことができるように、さまざまな働きか

けやアドバイスを行います。 

 

３ 計画の内容 

  香建国保に加入する４０歳以上の被保険者に対して実施する特定健診・特

定保健指導の具体的な実施方法や、目標に関する基本的事項等について定め
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ます。 

   香建国保の被保険者や医療費の現状については、第３期データヘルス計画

の本編に記載しているため、ここでは省略します。 

第３期の特定健診・特定保健指導の実施状況については、ＫＤＢシステム

のデータによる分析をデータヘルス計画（本編）に、特定健診システムのデ

ータによる分析を本編付属の参考資料に記載していますが、ここでは法定報

告データに基づく分析を記載することとし、これまでの特定健診・特定保健

指導の実施状況を踏まえて、特定健診・特定保健指導を効果的に実施するこ

とを目的とした内容とします。 

なお、特定健診、特定保健指導の実施率向上対策については、本編に記載

しています。 
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第１章 第３期実施計画の実施状況 

 

１ 特定健診・特定保健指導の実施率の推移 

平成２９年度から令和４年度までの特定健診・特定保健指導の実施率は、

次のとおりです。 

特定健診の実施率（受診率）は、令和４年度に初めて目標値の７０％を超

えました。 

特定保健指導の実施率は、集団健診当日の初回面接分割実施の効果で、平

成３０年度に当時の目標値の３０％を超え、その後も改定した目標値５０％

を毎年上回っています。 

 

  
 

支部別の特定健診受診率の推移は、次のとおりです。 

  １１支部中、７０％以上が７支部、６５％以上が３支部となっています。 

特定健康診査

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

6,334人 6,263人 6,253人 6,282人 6,161人 5,915人

4,319人 4,311人 4,333人 4,297人 4,294人 4,165人

68.2% 68.8% 69.3% 68.4% 69.7% 70.4%

70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%

48.7% 49.4% 49.8% 45.7% 49.0%

53.1% 54.7% 55.6% 53.4% 56.5%

特定保健指導

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

770人 769人 723人 765人 742人 725人

118人 238人 366人 415人 388人 385人

15.3% 30.9% 50.6% 54.2% 52.3% 53.1%

30.0% 30.0% 30.0% 45.0% 50.0% 50.0%

9.3% 10.1% 10.1% 11.3% 13.2%

19.5% 23.2% 23.2% 23.0% 24.6%

実施率

目標実施率

全国保組合平均実施率

全保険者平均実施率

対象者数

終了者数

全国保組合平均受診率

全保険者平均受診率

特定健康診査・特定保健指導実施率の推移

対象者数

受診者数

受診率

目標受診率
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年齢階層別の特定健診受診率の推移は、次のとおりです。 

  40 歳代の受診率が低めですが、年々伸びています。 
 

 

支部別特定健診受診率の推移

大川 志度 高松北 南部 高松 香川 坂出 中讃 三豊 西讃 小豆島 全体

H29 71.1% 64.3% 76.9% 70.9% 72.6% 66.5% 56.6% 65.0% 75.4% 78.8% 63.7% 68.8%

H30 71.1% 64.3% 76.9% 70.9% 72.6% 66.5% 56.6% 65.0% 75.4% 78.8% 63.7% 68.8%

R01 71.6% 64.8% 73.1% 72.4% 72.2% 71.7% 56.9% 66.3% 78.7% 76.8% 66.9% 69.3%

R02 68.3% 64.4% 71.7% 70.0% 72.4% 67.3% 57.2% 65.2% 74.9% 75.2% 70.6% 68.4%

R03 68.3% 65.8% 73.8% 71.3% 72.2% 74.3% 57.2% 68.3% 76.7% 72.3% 71.9% 69.7%

R04 69.7% 68.0% 73.8% 71.0% 74.2% 74.4% 57.8% 68.7% 74.8% 72.4% 71.0% 70.4%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04

年齢階層別特定健診受診率の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 58.6% 62.2% 64.7% 68.5% 72.2% 74.9% 75.0% 68.2%

H30 59.5% 63.1% 66.0% 67.2% 73.5% 75.4% 76.8% 68.8%

R01 61.3% 62.2% 68.1% 68.7% 73.1% 76.7% 76.1% 69.3%

R02 61.1% 64.0% 67.4% 68.8% 71.2% 75.2% 72.2% 68.4%

R03 63.5% 68.1% 67.6% 68.6% 71.2% 74.5% 74.2% 69.7%

R04 64.2% 70.3% 67.2% 69.6% 73.9% 74.8% 73.7% 70.4%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04
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性別では、女性が低くなっています。 

   

 
 

 
 

 

年齢階層別特定健診受診率の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 60.3% 63.4% 69.3% 68.4% 74.6% 77.4% 76.0% 69.6%

H30 61.0% 63.2% 70.1% 69.4% 74.8% 78.2% 79.2% 70.4%

R01 62.1% 62.4% 70.3% 70.7% 74.8% 79.2% 79.3% 70.6%

R02 63.0% 65.3% 70.2% 71.8% 71.5% 78.3% 75.8% 70.4%

R03 65.6% 68.9% 69.6% 72.5% 69.8% 78.0% 78.8% 71.6%

R04 66.0% 71.0% 69.7% 73.5% 73.4% 76.9% 76.7% 72.1%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04

年齢階層別特定健診受診率の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 54.3% 59.6% 55.9% 68.8% 68.6% 71.0% 73.5% 65.5%

H30 55.6% 62.8% 57.1% 63.9% 71.4% 71.0% 72.6% 66.0%

R01 59.4% 61.6% 63.4% 65.6% 70.6% 72.7% 70.3% 66.8%

R02 56.0% 60.7% 61.1% 63.8% 70.7% 70.4% 65.9% 64.6%

R03 58.5% 65.9% 63.3% 61.5% 73.4% 69.5% 66.0% 65.9%

R04 59.8% 68.0% 61.0% 61.9% 74.6% 71.8% 67.9% 66.9%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04
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年齢階層別特定保健指導対象者の割合の推移は、次のとおりです。 

  総計と男性において、年齢が上がるにつれて割合が下がる傾向があります

が、これは、服薬者が多くなるためと推察されます。 

 

 

 

 

 

 

年齢階層別特定保健指導対象者の割合の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 21.5% 25.7% 24.2% 18.5% 15.9% 13.5% 11.2% 17.8%

H30 24.5% 22.7% 22.0% 19.9% 15.8% 13.9% 10.2% 17.8%

R01 18.9% 22.2% 21.6% 21.5% 13.4% 14.1% 9.2% 16.7%

R02 20.7% 24.4% 21.2% 20.4% 13.5% 14.7% 11.4% 17.8%

R03 19.4% 22.2% 19.7% 19.8% 14.8% 14.3% 11.6% 17.3%

R04 23.8% 23.0% 18.4% 17.7% 15.2% 12.3% 10.4% 17.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04

年齢階層別特定保健指導対象者の割合の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 27.0% 33.6% 28.2% 24.5% 19.3% 16.2% 13.0% 22.5%

H30 30.9% 28.3% 25.0% 26.2% 17.7% 16.5% 11.7% 21.9%

R01 23.8% 28.2% 26.2% 27.3% 17.0% 15.7% 9.5% 20.5%

R02 24.3% 29.1% 27.0% 25.7% 17.7% 16.5% 12.4% 21.6%

R03 23.8% 27.4% 23.9% 22.9% 19.0% 16.3% 12.3% 20.9%

R04 29.8% 28.0% 21.8% 20.6% 21.1% 14.9% 11.4% 21.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

H29 H30 R01 R02 R03 R04
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年齢階層別特定保健指導実施率の推移は、次のとおりです。 

  平成３０年度から令和元年度にかけて実施率が大きく伸びたのは、集団健

診における初回面接分割実施の導入の効果です。 

 

 

年齢階層別特定保健指導対象者の割合の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 6.2% 6.3% 14.7% 9.2% 10.4% 9.1% 7.9% 8.9%

H30 6.9% 8.8% 14.2% 9.0% 12.7% 9.5% 7.4% 9.6%

R01 6.9% 6.8% 10.2% 11.4% 7.6% 11.4% 8.6% 9.0%

R02 10.1% 11.7% 6.3% 10.6% 7.0% 11.7% 9.2% 9.7%

R03 7.4% 7.7% 9.5% 13.3% 8.2% 11.1% 10.0% 9.5%

R04 7.3% 7.6% 8.9% 10.7% 6.4% 8.2% 8.4% 8.1%
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年齢階層別特定保健指導実施率の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 11.2% 9.9% 12.5% 15.9% 15.5% 19.0% 32.3% 15.3%

H30 25.9% 30.8% 26.7% 29.8% 29.7% 44.4% 26.9% 30.9%

R01 54.5% 56.3% 44.8% 54.5% 48.8% 49.6% 37.5% 50.6%

R02 57.1% 55.9% 46.3% 56.6% 51.4% 57.8% 51.9% 54.2%

R03 61.5% 55.7% 43.4% 54.7% 49.4% 47.0% 51.2% 52.3%

R04 58.2% 54.8% 58.2% 47.9% 51.9% 46.2% 44.8% 53.1%
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年齢階層別特定保健指導実施率の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 9.8% 9.1% 12.5% 15.5% 15.7% 19.6% 30.4% 14.4%

H30 26.0% 27.6% 25.7% 32.9% 22.9% 41.5% 34.0% 29.6%

R01 53.6% 55.8% 45.8% 56.3% 43.9% 45.1% 47.7% 50.7%

R02 58.2% 53.2% 45.5% 54.4% 47.5% 57.3% 55.9% 53.2%

R03 60.0% 53.8% 45.4% 54.2% 45.0% 46.5% 50.8% 51.5%

R04 59.3% 54.4% 55.2% 51.7% 51.6% 44.8% 42.0% 53.1%
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年齢階層別特定保健指導実施率の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 27.3% 20.0% 12.5% 17.6% 14.8% 17.1% 37.5% 19.7%

H30 25.0% 56.3% 31.3% 14.3% 45.2% 53.1% 5.9% 37.0%

R01 61.5% 61.5% 38.5% 47.1% 66.7% 60.0% 15.0% 50.4%

R02 50.0% 73.9% 55.6% 66.7% 66.7% 58.8% 40.9% 59.0%

R03 75.0% 75.0% 31.3% 56.3% 64.7% 48.3% 52.2% 55.8%

R04 45.5% 60.0% 78.6% 30.8% 53.8% 50.0% 52.9% 53.4%
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２ 特定健診・特定保健指導の結果の分析 

年齢階層別高血圧症治療薬服用率の推移は、次のとおりです。 

  年齢が上がるにつれて服用率が伸び、70 歳代では５０％を超えています。 

 

 
 

 

年齢階層別高血圧症治療薬服用率の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 2.6% 7.8% 15.9% 22.7% 32.0% 42.4% 46.9% 26.3%

H30 2.7% 7.1% 16.1% 24.3% 29.8% 40.8% 50.4% 26.0%

R01 4.1% 7.6% 17.3% 24.7% 33.1% 41.3% 50.8% 26.7%

R02 4.8% 8.0% 16.3% 25.4% 34.4% 41.7% 48.9% 26.5%

R03 5.1% 7.8% 17.9% 27.5% 34.9% 40.6% 51.4% 26.5%

R04 3.4% 7.3% 17.2% 29.5% 31.6% 40.6% 53.0% 25.5%
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年齢階層別高血圧症治療薬服用率の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 3.3% 8.9% 18.0% 24.1% 33.9% 46.8% 46.3% 27.2%

H30 3.0% 8.5% 18.6% 27.3% 32.2% 45.7% 50.7% 27.2%

R01 5.2% 8.8% 19.9% 26.2% 34.5% 46.9% 52.5% 28.2%

R02 6.0% 8.9% 17.7% 29.8% 36.5% 46.7% 52.8% 28.2%

R03 6.3% 8.9% 19.7% 29.8% 37.8% 44.8% 54.9% 28.0%

R04 3.6% 8.4% 19.0% 30.9% 35.2% 45.5% 55.1% 26.5%
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年齢階層別脂質異常症治療薬服用率の推移は、次のとおりです。 

  年齢が上がるにつれて服用率が伸び、また、男性よりも女性の方が高くな

っています。 

 

年齢階層別高血圧症治療薬服用率の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 0.6% 5.0% 11.0% 20.5% 28.8% 35.1% 48.0% 24.8%

H30 1.2% 3.8% 9.7% 19.2% 26.1% 32.4% 49.8% 23.5%

R01 1.6% 4.7% 10.9% 22.1% 30.7% 31.7% 47.4% 23.7%

R02 1.3% 5.6% 12.6% 17.0% 31.2% 33.1% 41.2% 22.9%

R03 1.9% 4.8% 13.6% 22.5% 30.4% 33.6% 44.2% 23.2%

R04 2.7% 4.0% 12.0% 26.2% 26.1% 32.8% 48.3% 23.0%
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年齢階層別脂質異常症治療薬服用率の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 2.4% 2.5% 6.9% 12.8% 16.1% 19.0% 26.6% 13.2%

H30 1.7% 3.6% 9.1% 9.7% 13.2% 17.6% 21.6% 11.2%

R01 2.1% 5.1% 9.7% 13.7% 18.5% 21.1% 25.8% 14.3%

R02 4.4% 5.0% 8.8% 14.3% 19.3% 22.9% 27.3% 15.0%

R03 3.3% 5.0% 9.0% 17.2% 20.7% 20.9% 25.7% 14.4%

R04 3.0% 5.1% 8.3% 16.9% 18.1% 23.4% 24.9% 13.9%
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年齢階層別脂質異常症治療薬服用率の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 3.1% 2.8% 5.9% 11.7% 11.6% 15.6% 20.9% 10.5%

H30 1.7% 3.6% 9.1% 9.7% 13.2% 17.6% 21.6% 11.2%

R01 2.8% 5.5% 10.4% 10.4% 15.7% 16.5% 21.7% 12.0%

R02 5.8% 5.5% 9.0% 12.8% 16.5% 18.3% 23.6% 13.0%

R03 3.9% 6.2% 8.4% 14.7% 19.7% 14.9% 21.5% 12.2%

R04 3.9% 5.9% 8.2% 12.4% 16.1% 17.5% 20.0% 11.4%
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年齢階層別脂質異常症治療薬服用率の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 0.6% 1.9% 9.2% 14.6% 23.5% 24.7% 36.6% 18.3%

H30 0.0% 1.1% 7.1% 17.9% 21.2% 25.9% 39.8% 18.7%

R01 0.5% 4.2% 7.8% 19.5% 23.1% 29.1% 34.1% 18.9%

R02 0.6% 3.6% 8.4% 17.0% 23.7% 30.7% 34.9% 19.3%

R03 1.9% 1.9% 10.7% 22.5% 22.2% 30.9% 34.6% 19.0%

R04 0.7% 2.5% 8.9% 27.9% 21.2% 32.8% 35.5% 19.5%
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年齢階層別糖尿病治療薬服用率の推移は、次のとおりです。 

  高血圧症や脂質異常症に比べると、服用率が低くなっています。 

 

 

 

年齢階層別糖尿病治療薬服用率の推移（総計）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 1.1% 1.4% 3.0% 7.2% 7.7% 11.6% 11.5% 6.8%

H30 0.6% 1.3% 2.4% 9.0% 7.0% 12.0% 14.5% 7.2%

R01 1.1% 2.4% 2.9% 8.6% 9.1% 11.6% 14.7% 7.5%

R02 1.3% 2.5% 2.9% 8.6% 10.0% 10.9% 15.0% 7.5%

R03 1.8% 1.9% 5.2% 9.3% 14.6% 13.3% 13.6% 8.0%

R04 1.1% 2.4% 3.5% 8.2% 12.2% 12.5% 14.8% 7.6%
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年齢階層別糖尿病治療薬服用率の推移（男性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 1.2% 2.0% 3.1% 9.3% 9.0% 12.7% 12.4% 7.5%

H30 0.6% 1.3% 2.7% 11.6% 7.8% 13.5% 14.6% 7.6%

R01 1.3% 2.7% 3.5% 11.2% 10.1% 14.4% 15.6% 8.4%

R02 1.5% 2.8% 3.0% 10.6% 10.8% 12.7% 16.4% 8.2%

R03 1.8% 1.9% 5.2% 9.3% 14.6% 13.3% 13.6% 8.0%

R04 0.7% 2.3% 3.9% 6.9% 16.1% 13.4% 15.9% 7.8%
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年齢階層別内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候群予備群割合の推移は、次の

とおりです。 

  内臓脂肪症候群の割合は、年齢が上がるつれて増えています。 

 

年齢階層別糖尿病治療薬服用率の推移（女性）

40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

H29 0.6% 0.0% 2.8% 3.8% 5.4% 9.9% 9.9% 5.6%

H30 0.6% 1.1% 1.8% 4.5% 5.7% 9.5% 14.3% 6.3%

R01 0.5% 1.6% 1.6% 4.0% 7.6% 6.9% 12.9% 5.7%

R02 0.6% 1.5% 2.8% 5.0% 8.8% 7.9% 12.2% 6.2%

R03 3.1% 1.4% 3.6% 10.0% 7.7% 7.3% 11.7% 6.5%

R04 2.0% 2.5% 2.5% 11.5% 6.4% 11.1% 12.3% 7.1%
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年齢階層別内臓脂肪症候群・内臓脂肪症候群予備群の割合の推移【総計】
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年齢階層別内臓脂肪症候群・内臓脂肪症候群予備群の割合の推移【男性】
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40歳～44歳 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳 計

内臓脂肪症候群 内臓脂肪症候群予備群

年齢階層別内臓脂肪症候群・内臓脂肪症候群予備群の割合の推移【女性】
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特定保健指導対象者の減少率（平成２０年度基準）の推移は、次のとおり

です。 

  総計では、国の目標値である２５％をほぼ達成しています。 

 
 

特定保健指導対象者減少率（対前年度比）の推移は、次のとおりです。 

 

特定保健指導対象者減少率（平成20年度基準）の推移

H29 H30 R01 R02 R03 R04

男性 23.97% 25.66% 31.13% 27.98% 30.94% 29.12%

女性 17.96% 9.96% 14.73% 5.45% 6.22% 21.43%

総計 22.97% 23.20% 28.64% 24.65% 27.41% 28.06%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

男性 女性 総計

特定保健指導対象者減少率（対前年度比）の推移

H29 H30 R01 R02 R03 R04

男性 25.0% 24.7% 18.4% 21.3% 24.6% 23.2%

女性 11.8% 29.6% 26.7% 28.1% 16.2% 27.3%

総計 22.6% 25.9% 20.0% 22.5% 23.1% 23.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

男性 女性 総計
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以下は、令和４年度における特定保健指導対象者の選定と階層化に係る項

目について、リスク（保健指導判定値・受診勧奨判定値）該当者の割合を性

別年齢階層別に分析したものです。 
 

 
 

 
 

 

令和4年度 リスク該当者の割合 -腹囲等- 【男性】 令和4年度 リスク該当者の割合 -腹囲等- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

リスク該当 44.3% 45.6% 45.4% 51.9% 53.9% 49.4% 54.9% 48.8%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

リスク該当 18.0% 17.7% 20.9% 34.4% 23.2% 35.2% 34.0% 26.5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

令和4年度 リスク該当者の割合 -喫煙- 【男性】 令和4年度 リスク該当者の割合 -喫煙- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

喫煙者 58.6% 50.3% 50.3% 41.2% 36.2% 32.6% 19.1% 42.0%
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60%

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

喫煙者 19.3% 16.7% 15.2% 12.3% 9.4% 3.7% 6.9% 11.2%
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55%

60%

令和4年度 リスク該当者の割合 -血圧- 【女性】令和4年度 リスク該当者の割合 -血圧- 【男性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 32.7% 37.7% 41.7% 49.1% 60.2% 54.5% 59.9% 46.8%

受診勧奨判定値 18.6% 24.6% 26.5% 30.6% 37.8% 36.8% 36.2% 29.4%
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保健指導判定値

受診勧奨判定値

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 12.0% 19.2% 32.3% 32.8% 43.3% 51.6% 58.1% 37.5%

受診勧奨判定値 7.3% 11.1% 20.9% 19.7% 20.2% 34.0% 40.4% 23.2%
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第４期から導入される特定保健指導のアウトカム評価に係る項目につい

て、令和４年度の特定保健指導の結果を分析したものです。 
 

 

 

 

 

 

令和4年度 リスク該当者の割合 -脂質- 【男性】 令和4年度 リスク該当者の割合 -脂質- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 31.2% 30.5% 29.0% 36.4% 30.3% 31.9% 29.2% 30.9%

受診勧奨判定値 7.0% 8.4% 8.8% 10.3% 6.9% 4.6% 5.0% 7.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

保健指導判定値

受診勧奨判定値

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 8.7% 9.1% 12.7% 18.0% 17.2% 16.4% 16.3% 14.2%

受診勧奨判定値 2.0% 1.0% 0.6% 5.7% 1.5% 0.8% 1.5% 1.6%
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60%

65%

保健指導判定値

受診勧奨判定値

令和4年度 リスク該当者の割合 -血糖- 【女性】令和4年度 リスク該当者の割合 -血糖- 【男性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 20.1% 29.7% 32.0% 39.9% 49.0% 51.7% 53.8% 38.3%

受診勧奨判定値 0.7% 3.3% 3.9% 6.5% 12.8% 12.1% 12.8% 7.0%
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40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体

保健指導判定値 18.7% 17.7% 23.4% 37.7% 35.0% 40.2% 54.2% 33.3%

受診勧奨判定値 2.0% 1.5% 0.6% 7.4% 3.9% 7.4% 8.9% 4.7%
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保健指導判定値
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人数(人) 割合

198 －

腹囲2cm体重2kg減の達成者数 ※ 69 34.8%

腹囲1cm体重1kg減の達成者数 28 14.1%

栄養・食習慣の改善を認めた者の数 128 64.6%

運動習慣の改善を認めた者の数 61 30.8%

項目

※ 2cm2kg又は当該年の健診時の体重の値に、0.024を乗じた体重(kg)以
上かつ同体重と同じ値の腹囲(cm)以上減少している。

積極的支援終了者数
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第３章 第３期実施計画における課題 

 

１ 特定健診の課題 

令和４年度に初めて達成した目標受診率７０％を今後も継続していくため

の課題として、次のことが考えられます。 

① 男性に比べて女性の受診率が低い。 

② 若年層、特に４０歳代の受診率が低い。 

③ 新規対象者（４０歳到達者や新規加入者）の受診率が低い。 

④ 勤務先等で受けた健診の結果表の提出に協力いただけない人が多数存

在する。 

 

２ 特定保健指導の課題 

集団健診における初回面接分割実施の効果により、目標実施率５０％を維

持しているものの、次のような課題もあります。 

① 集団健診以外の指導実施率が低い。 

② 指導の効果が低い（効果が継続しない）。 

 

以上のことを踏まえ、生活習慣病の発症予防や、生活習慣改善による重症

化予防の重要性と、そのために特定健診や特定保健指導が有効であることを

引き続き啓発するとともに、第４期においては、第６章のとおり取組を進め

ていきます。 
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第４章 達成しようとする目標 

 

１ 特定健診の受診率 

国が示す国保組合の特定健診受診率の目標値は、７０％です。 

本組合の各年度の目標値は、次のとおり設定します。年齢階層別の受診率

も全年齢層において 70％以上を目指します。 

 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 

 

 

２ 特定保健指導の実施率 

国が示す国保組合の特定保健指導実施率の目標値は、３０％です。 

本組合の各年度の目標値は、次のとおり設定します。 

  

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 

 

また、指導終了者の生活習慣改善率の目標値を７０％とします。 

 

 

３ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

特定健診・特定保健指導の成果に関する目標であるメタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の減少率については、第３期から特定保健指導対象

者の減少率が採用され、その目標値は、令和１１年度において２５％以上（平

成２０年度比）とされています。 
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第５章 対象者数 

 

１ 特定健診・特定保健指導の対象者 

特定健診の対象者とは、特定健診の実施年度中に４０歳～７５歳となる被

保険者で、かつ当該実施年度に一年間を通じて被保険者資格を有するもの（年

度途中での加入・脱退等の異動がない者）のうち、除外規定の該当者（妊産

婦、刑務所入所中の者、海外在住者、長期入院該当者等）を除いたものです。 

特定保健指導対象者とは、特定健診の結果、腹囲のほか、血糖、血圧、脂

質が所定の値を上回る者のうち、糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係

る薬剤を服用している者を除くものです。 

 

 ２ 特定健診対象者数 

   令和４年度末現在の４０歳以上７５歳未満の被保険者数、近年の被保険者

数の動向、令和６年度から令和１１年度までの各年度の４０歳到達者数と７

５歳到達者数等を基に、令和６年度から令和１１年度までの特定健診対象者

数を次のとおり推計しました。 

 

   特定健診対象者数に、特定健診の目標受診率（７０％）を乗じて、特定健

診受診者数を推計します。 

 

３ 特定保健指導対象者数 

  特定健診受診者数に、過去の実績を基に算出した特定健診受診者に占める

特定保健指導対象者の割合（１８％）を乗じて、特定保健指導対象者数を推

計します。 

 

   特定保健指導対象者数に、特定保健指導の目標実施率を乗じて、特定保健

区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

特定健診対象者数 5,570 人 5,400 人 5,240 人 5,080 人 4,930 人 4,780 人 

区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

特定健診対象者数 5,570 人 5,400 人 5,240 人 5,080 人 4,930 人 4,780 人 

特定健診目標受診率 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 

特定健診受診者数 3,899 人 3,780 人 3,668 人 3,556 人 3,451 人 3,346 人 

区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

特定健診受診者数 3,899 人 3,780 人 3,668 人 3,556 人 3,451 人 3,346 人 

特定保健指導対象者割合 18％ 18％ 18％ 18％ 18％ 18％ 

特定保健指導対象者数 702 人 681 人 661 人 641 人 622 人 603 人 
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指導実施者数を推計します。 

 

 

  

区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

特定保健指導対象者数 702 人 681 人 661 人 641 人 622 人 603 人 

特定保健指導目標実施率 50％ 50％ 50％ 50％ 50％ 50％ 

特定保健指導実施者数 351 人 341 人 331 人 321 人 311 人 302 人 
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第６章 特定健診・特定保健指導の実施方法 

 

１ 特定健診から特定保健指導への流れ 

特定健診実施後、健診結果と質問票の回答を基に特定保健指導対象者の選

定・階層化を行います。受診者全員に、健診結果通知と健康づくりに関する

情報提供を行い、さらに、保健指導の必要性によって、２段階（動機付け支

援、積極的支援）に区分して特定保健指導を実施します。 

 

２ 特定健診 

(1) 健診の種類 

香建国保が実施する特定健診には、次の五つの形態があります。 

  ① バス健診 

  ② 施設健診 

  ③ 人間ドック 

  ④ レディース健診 

  ⑤ 個別健診 

 

(2) 受診券 

受診券の様式は、次のとおりです。Ａ４サイズで、用紙の色は、令和６

年度が青色、以降、緑色・紫色・黄色の順でローテーションします。 

 

特定健診1

保健指導対

象者の選

定・階層化
２

特定

保健指導
３

基本的な健診
（問診＋基本的な検査）

詳細な健診

結果に基づき

生活習慣の改善の必要性が

低い人
生活習慣の改善の必要性が

中程度の人
生活習慣の改善の必要性が

高い人 治療が必要な人

＋

情報提供
自らの身体状況を認識するための健診結果通知と同時に、健診結果や質問票から、それぞれの

受診者に合わせて、健康的な生活を送るための生活習慣の見直しや改善に役立つ情報の提供を

行います。

動機付け支援
生活習慣の改善点に気づ

き、目標を設定し行動でき

るよう支援します。

積極的支援
健診判定の改善に向けて

実践できる目標を選択し、

継続的に実行できるよう支

援します。

医療機関への

受診を勧奨。

対象者ごとの評価
（３か月後の終了時に評価）
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 (3) 実施項目 

特定健診の項目は、「基本項目」と、医師の判断により実施される「詳

細項目」の二つに分かれます。基本項目と詳細項目の内容は、次のとおり

です。 
 
【基本項目】 

項   目 備   考 

既往歴 服薬歴及び喫煙歴に係る調査（質問票） 

自覚・他覚症状の有無 理学的検査（身体診察） 

身体計測 
身長、体重、ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)の２乗、 

腹囲（例外的に省略可能な場合又は代替値で可能な場合あり） 

血圧測定  

肝機能検査 ＧＯＴ（ＡＳＴ）、ＧＰＴ（ＡＬＴ）、γ－ＧＴＰ 

血中脂質検査 

空腹時中性脂肪（やむを得ない場合は随時中性脂肪）、

ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール 

※空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採

血の場合、ＬＤＬコレステロールに代えて、Ｎｏｎ－ＨＤＬコレス

テロールでも可 
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血糖検査 

空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ 

※やむを得ず空腹時（絶食１０時間以上）以外に採血を行い、Ｈｂ

Ａ１ｃを測定しない場合は、随時血糖（食直後（食事開始時か

ら３.５時間未満）を除く。）を可とする。 

尿検査 尿糖、尿蛋白 

 

【詳細項目】 

項   目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（赤血球数、血

色素量、ヘマトクリット

値） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われ

る者 

 

心電図検査（１２誘導心電

図） 

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧１

４０mmHg以上若しくは拡張期血圧９０mmHg以上又は問診

等で不整脈が疑われる者 

眼底検査 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖

が、次の基準に該当した者 
 

 
血圧 

収縮期血圧１４０㎜Hg以上又は拡張期血圧９

０㎜Hg以上 

 

 

 

 

血糖 

空腹時血糖値が１２６㎎/dl以上、ＨｂＡ１ｃが

６.５％以上又は随時血糖値が１２６mg/dl以

上 

 

 

 
  

ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧
の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果について確認する
ことができない場合においては、前年度の特定健康診査の
結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 

血清クレアチニン検査

（ｅＧＦＲ による腎機能

の評価を含む） 

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は

血糖が、次の基準に該当した者 
 

 

血圧  
収縮期血圧１３０㎜Hg以上又は拡張期血圧８

５㎜Hg以上 

 

血糖  

空腹時血糖値が１００㎎/dl以上、ＨｂＡ１ｃが

５.６％以上又は随時血糖値が１００mg/dl以

上 
 

 

(4) 質問票 

     質問票の様式は次のとおりです。 

    香川県においては、国の示す標準的な質問項目に加えて、県独自の歯科

質問項目が追加されています。 
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(5) 実施期間 

   受診券の使用可能期間は、毎年４月１日から翌年２月末日までです。 

 

(6) 実施場所・追加検査項目・自己負担額・外部委託の方法等 

  ① バス健診 

   エヒメ健診協会への委託により、年３０回程度、主に日曜日に、県内

各地の公共施設等において実施します。検査項目は、特定健診の基本項

目のほか、血清クレアチニン、尿酸、心電図検査、眼底検査、胸部Ｘ線

検査（直接撮影）、前立腺がん検査（ＰＳＡ）及び大腸がん検査（免疫

便潜血検査 2 日法）です。自己負担はありません。 

  ② 施設健診 

香建国保が個別に契約する三つの指定機関（坂出市の香川成人医学研

究所、小豆島町の池田内科クリニック、高松市の香川県予防医学協会）

で実施します。検査項目は、バス健診と同じで、自己負担はありません。

香川成人医学研究所では、３回の日曜集団健診も実施します。 
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  ③ 人間ドック 

   香建国保が個別に契約する２２の健診機関で実施します。五つのコー

スと自己負担額は、次のとおりです。 

    

 

 

 

 

 

 

  ④ レディース健診 

      レディース健診は、女性向けの健診です。バス健診の検査項目に乳が

ん検査（マンモグラフィー又は超音波）、子宮がん検査（子宮頚部細胞

診）、貧血検査を加えた内容です。健診機関は、オリーブ高松メディカ

ルクリニック（高松市）、まるがめ医療センター（丸亀市）、香川成人

医学研究所（坂出市）の３機関です。自己負担はありません。 

  ⑤ 個別健診 

     香川県内の市町国保以外の保険者（香建国保を含む。）が、香川県内

の市町国保が特定健診の実施を委託している機関（とりまとめ機関は、

香川県医師会）と締結する集合契約により、香建国保の被保険者は、特

定健診を実施する香川県内の約４８０の健診機関で受診できます。検査

項目は、基本項目と詳細項目（医師が必要と判断した場合）で、追加項

目はありません。自己負担はありません。 

 

(7) 周知や案内の方法 

年度当初、特定健診対象者全員に、受診券、特定健診の案内・啓発パン

フレット、質問票、集団健診の案内兼申込書を送付するほか、機関紙、ホ

ームページ、各種会合で周知します。年度途中加入者にも、受診券等を随

時（月１回）送付します。 

 

(8) 事業主健診等受診者の結果データ収集方法 

 特定健診対象者のうち、労働安全衛生法に基づき事業主の負担による健

診が実施されている場合は、事業主や受診者に対して健診結果データの提

供を個別に依頼します。 

 

(9) その他受診券を使用しない健診受診者の結果データ収集方法 

 農協や市町が実施する人間ドック、契約機関以外で受診した健診、受診

券使用可能期間外に受診した健診等、受診券を使用しない健診については、

申請により助成金を交付し、健診結果表の提出を助成金の交付要件とする

ことにより、健診結果データを収集します。 

 

コース 自己負担額 

１日コース １５,０００円  

１日コース＋脳ドック ３０,０００円  

２日コース ３０,０００円  

２日コース＋脳ドック ４５,０００円  

脳ドック １５,０００円  
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(10) 健診結果通知 

 特定健診受診者が自分の健康状態を把握し、健康の維持増進に役立てら

れるよう、より分かりやすい情報提供（検査結果・検査値のもつ意味・健

康レベル・特定保健指導対象者にはその必要性・医療受診が必要な場合は

その旨・個人の状態に応じた生活習慣改善のアドバイス等）として、冊子『ク

ピオプラス』を外部委託により送付します。 

 

３ 特定保健指導 

 (1) 対象者の選定と階層化 

   特定健診の結果と質問票から、内臓脂肪の蓄積の程度（腹囲・ＢＭＩ）

とリスク（血糖・脂質・血圧・喫煙歴）の数により階層化し、次の二つの

支援レベルを決定します。 
 
  ① 動機付け支援…生活習慣病の発症リスクが出現しはじめたレベル 

  ② 積極的支援…生活習慣病の発症リスクが重なり出したレベル 
 
   なお、生活習慣病で治療中の場合は、医療機関での治療の継続を、検査

結果に基づき、すぐに医療機関の受診をすべき段階であると判断された場

合は、保健指導の対象・対象外にかかわらず、医療機関への受診を勧奨し

ます。 

特定保健指導対象者の選定基準は、次のとおりです。 

腹囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40～64 歳 65～74 歳 

≧85cm(男性) 

≧90cm(女性) 

2 つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
1 つ該当 

あり 

なし  

上記以外で 

ＢＭＩ≧25 

3 つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 2 つ該当 
あり 

なし 
 

1 つ該当  

※前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）については、積極的支援の対象となった場合でも
動機付け支援とする。 

 

＜追加リスクの判定基準＞ 

 ①血糖 空腹時血糖 100mg/dl 以上 又は HbA1c 5.6％以上 やむを得ない場合は随
時血糖 100mg/dl 以上 

 ②脂質 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上 又は HDL コレステロール 40mg/dl 未満 や
むを得ない場合は随時中性脂肪 175mg/dl 

 ③血圧 収縮期血圧 130mmHg 以上 又は拡張期血圧 85mmHg 以上 
 

＜治療中の場合＞ 

 糖尿病、脂質異常症、高血圧症で服薬治療を受けている場合は、特定保健指導の対象
とはならず、医療機関での治療の継続を勧奨 
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 (2) 支援の内容 

  ① 動機付け支援 

支援内容は、対象者本人が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善

点・伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動に移すことがで

きるものとし、特定健診の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養

習慣、その他の生活習慣の状況に関する調査結果を踏まえ、面接による

支援及び実績評価を行います。 

支援は、面接による支援のみの原則１回で、面接時（行動計画作成の

日）から３か月経過後に実績評価を行います。 

具体的には、１人当たり２０分以上の個別支援、又は１グループ（１

グループ概ね８人以下）当たり概ね８０分以上のグループ支援とされて

います。 

なお、第３期からは、特定健康診査当日にすべての検査結果が判明し

ない場合において、初回面接を分割して実施（腹囲・体重、血圧、質問

票の結果等から、対象者に当日から保健指導に着手し、後日、すべての

健診結果を踏まえ、電話等で行動計画を完成）することが可能となって

います（積極的支援も同じです。）。 

支援の具体的実施内容は、次のとおり定められています。 

 

実績評価は、面接又は通信（電話、電子メール、ＦＡＸ、手紙等）を

利用して実施します。通信を利用する場合は、指導対象者への一方向で

はなく、双方向のやり取りを行い、評価に必要な情報を得るものとしま

す。 

実績評価の具体的実施内容は、次のとおり定められています。 

○生活習慣と特定健康診査の結果との関係を理解する、生活習慣を

振り返る、メタボリックシンドロ ームや生活習慣病に関する知識

を習得する、それらが対象者本人の生活に及ぼす影響の認識等か

ら、生活習慣の改善の必要性について説明する。 

○生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益につ

いて説明する。 

○食事、運動等、生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指

導をする。 

○対象者の行動目標や実績評価の時期の設定について支援するとと

もに、生活習慣を改善するために必要な社会資源を紹介し、有効

に活用できるように支援する。 

○体重及び腹囲の計測方法について説明する。 

○対象者に対する面接による指導の下に、行動目標及び行動計画を

作成する。 
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② 積極的支援 

積極的支援の具体的実施内容は、次のとおり定められています。 

 
  

支援としては、初回に面接による支援を行い、その後、３か月以上の

○対象者が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、

生活習慣の改善に向けた自主的な取組を継続して行うことができ

る内容とし、対象者の身体状況及び生活習慣の改善を重視して支

援を行う。 

○特定健康診査の結果及び食習慣、運動習慣、喫煙習慣、休養習慣

その他の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、対象者の

生活習慣や行動の変化（以下「行動変容」という。）の状況を把

握し、当該年度及び過去の特定健康診査の結果等を踏まえ、対象

者が自らの身体状況の変化を理解できるよう促す。 

○対象者の健康に関する考え方を受け止め、対象者が考える将来の

生活像を明確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような

働きかけを行い、具体的に実践可能な行動目標を対象者が選択で

きるよう支援する。 

○対象者が具体的に実践可能な行動目標について、優先順位を付け

ながら、対象者と一緒に考え、対象者自身が選択できるよう支援

する。 

○医師、保健師又は管理栄養士は、対象者が行動目標を達成するた

めに必要な特定保健指導支援計画を作成し、対象者の生活習慣や

行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定

保健指導支援計画の変更等を行う。 

○特定保健指導実施者は、対象者が行動を継続できるように定期的

に支援する。 

○支援を終了する時には、対象者が生活習慣の改善が図られた後の

行動を継続するよう意識付けを行う必要がある。 

○実績評価は、個々の対象者に対する特定保健指導の効果について

評価するものである。  

○設定した行動目標が達成されているかどうか並びに身体状況及び

生活習慣に変化が見られたかどうかについての評価を行う。 

○必要に応じて評価時期を設定して対象者が自ら評価するととも

に、行動計画の策定の日から３か月以上経過後に医師、保健師又

は管理栄養士による評価を行い、評価結果について対象者に提供

する。 

○実績評価は、面接又は通信（電話又は電子メール、ＦＡＸ、手紙

等）により行い、評価結果について対象者に提供する。 
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継続的な支援を行います。完了までの期間としては、初回面接時（行動

計画作成の日）から３か月以上経過後に実績評価を行うので、 低３か

月となります。 

初回面接による支援の具体的内容は、１人当たり２０分以上の個別支

援、又は１グループ（概ね８人以下）当たり概ね８０分以上のグループ

支援とされています。 

３か月以上の継続的な支援は、別に定められているポイント制に基づ

き実施します。従前のプロセス評価に加えて、第４期からはアウトカム

評価が導入され、両評価を合計して１８０ポイント以上の支援を実施す

ることが条件とされています。 

継続的な支援のポイント構成は、下表のとおりです。 
     

ア

ウ

ト

カ

ム

評

価 

腹囲2.0cm 以上かつ 
体重2.0kg 以上減少 ※ 180p 

腹囲１.0cm 以上かつ 
体重１.0kg 以上減少 20p 

食習慣の改善 20p 

運動習慣の改善 20p 

喫煙習慣の改善（禁煙） 30p 

休養習慣の改善 20p 

その他の生活習慣の改善 20p 

プ

ロ

セ

ス

評

価 

支援 

種別 

個別支援*1
 

支援１回当たり70p 
支援１回当たり最低10分間以上 

グループ支援※1
 

支援１回当たり70p 
支援１回当たり最低40分間以上 

電話 
支援１回当たり30p 
支援１回当たり最低5分間以上 

電子メール等 

支援１往復当たり30p 

１往復＝特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で

支援に必要な情報の共有を図ることにより支援を完了した

と当該特定保健指導実施者が判断するまで、電子メール

等を通じて支援に必要な情報のやりとりを行うことをいう。 

早期 

実施 

健診当日の 
初回面接 20p 

健診後1週間以内 
の初回面接 10p 

     
※当該年度の特定健康診査の結果に比べて腹囲 2.0cm 以上かつ体重 2.0kg 以上減少して

いる場合（又は当該年度の健診時の体重の値に、0.024 を乗じた体重（kg）以上かつ
同体重（kg）と同じ値の腹囲（cm）以上減少している場合） 

 

実績評価は、面接又は通信等（電話、電子メール、ＦＡＸ、手紙等）

を利用して実施します。通信等を利用する場合は、指導対象者への一方

向ではなく、双方向のやり取りを行い、評価に必要な情報を得るものと
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し、継続的な支援の 終回と一体のものとして実施してもかまわないと

されています。 

なお、第３期から、２年連続して積極的支援に該当した対象者（１年

目の支援を終了した者に限る。）のうち、１年目に比べて２年目の腹囲

及び体重の値が改善の判定基準（下表）を満たしている者については、

２年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援を実施した場合であ

っても、特定保健指導を実施したこととされています。 
    

ＢＭＩ＜30 腹囲1.0cm以上かつ体重1.0kg以上減少している者 

ＢＭＩ≧30 腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上減少している者 

 

(3) 実施期間 

   ４月～翌年９月とします。 

   年度末の健診受診者が利用できるよう、初回面接の開始期限を６月末と

します。 

 

(4) 実施場所・自己負担額・外部委託の方法等 

   ① バス健診受診者対象 

エヒメ健診協会へ委託し、健診当日の初回面接分割方式（腹囲、質問票

（服薬）等の結果から指導対象に該当すると見込まれる者に対し、健診当

日に指導に着手し、後日、すべての健診結果が揃ったうえで、電話等で行

動計画を完成させる方法）により、個別支援を実施します。自己負担はあ

りません。 

   ② 香川成人医学研究所における日曜集団健診受診者対象 

本組合の保健師が、健診当日の初回面接分割方式により実施します。自

己負担はありません。 

   ③ 人間ドック受診者対象 

人間ドック実施機関のうち、オリーブ高松メディカルクリニック、香川

成人医学研究所、まるがめ医療センターと個別に契約を結び、各機関での

人間ドックの受診者を対象に実施します。初回面接は、原則として、健診

当日に各機関の施設において、個別支援を実施します。自己負担はありま

せん。 

④ レディース健診受診者対象 

 オリーブ高松メディカルクリニック、まるがめ医療センター、香川成人

医学研究所と個別に契約を結び、各機関でのレディース健診受診者を対象

に実施します。初回面接は、原則として、各機関の施設において、個別支

援を実施します。自己負担はありません。 

⑤ その他 

対象者の利便性に配慮して、香建国保の保健師が対象者の希望する場所

（本部・支部・自宅等）に出向いて個別支援を実施します。自己負担はあ

りません。①～④を含め、すべての対象者が利用することができます。 
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  なお、①、②、⑤の利用者については、特定保健指導による生活習慣改

善の取組の成果を確認することを目的としたフォローアップ健診（特定健

診の基本項目）を希望により受けることができます。自己負担はありませ

ん。 

また、特定保健指導対象者の利便性等を考慮し、ＩＴＣを活用した特定保

健指導の導入を検討します。 

 

(5) 周知や案内の方法 

   すべての対象者の健診結果通知に、特定保健指導の利用案内を同封する

とともに、①の利用者については、すべての健診結果が揃った時点で、健

診機関からの結果通知とは別に、該当リスクを記載した指導継続利用勧奨

通知を組合から送付します。 

 

(6) アウトカム評価の実施 

   特定保健指導終了者について、腹囲・体重の改善状況、生活（食・運動

・喫煙・休養等）習慣の改善状況等のアウトカム評価を実施して、その達

成状況を把握し、今後の保健指導の質の向上に役立てます。 
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第７章 個人情報の保護 

 
１ 特定健診・特定保健指導の記録の保存方法 

特定健診・特定保健指導のデータについては、健診機関との記録データの

やりとり、継続的な記録データの蓄積、特定健診の結果に基づく階層化処理

及び各種報告等を円滑に実施するために、原則として、電子データでの保存

とします。 
   

２ 特定健診・特定保健指導の記録の保存体制 

特定健診・特定保健指導のデータは、いわゆるセンシティブ情報に当たる

ものであり、厳格な取扱いが求められます。したがって、香建国保としては、

データについては、特定健診の担当者のみが取り扱うものとし、専用のパソ

コンに保存するものとします。 

保存期間は、 低５年間とします。 

 

３  特定健診・特定保健指導の記録の保存に係る外部委託の有無 

円滑な事業運営を図るため、特定健診・特定保健指導の記録データの保存

を外部委託できることとし、その委託先を国保連合会とします。 

 

４ 特定健診・特定保健指導の記録の管理に関するルール 

(1) 物理的安全管理 

データの盗難、紛失等を防止するため、本組合会館警備の警備保障会社

への委託、職員の事務室出入口の鍵の管理、部外者の入退出管理等の徹底

を図り、物理的な安全管理措置を行います。 

 

(2) 技術的安全管理 

データの盗難、紛失等を防止するため、データに対するアクセス管理（パ

スワードによる認証）を図り、技術的な安全管理措置を行います。 

 

５ 法令等の遵守 

特定健診・特定保健指導の記録の取扱いについては、ここに規定するもの

のほか、個人情報の保護に関する法律、国民健康保険組合における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス、香川県建設国民健康保険組合個人情報

の保護に関する規程及び個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリ

シー）を遵守します。 
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第８章 特定健康診査等実施計画の公表及び周知 

 

１ 特定健康診査等実施計画の公表方法 

特定健康診査等実施計画の公表は、ホームページへ掲載することにより行

います。（https://www.kaken-kokuho.jp/） 

なお、特定健康診査等実施計画の見直しがあれば、随時、更新します。 

 

２ 特定健診・特定保健指導を実施する趣旨の普及啓発の方法 

(1) パンフレットの配布 

制度の趣旨や香建国保における特定健診・特定保健指導の実施内容等を

掲載したパンフレットを受診券送付時に同封します。 

 

(2) 「国保組合だより」への掲載 

母体組合である香川県建設労働組合が毎月、全組合員あてに配布してい

る機関紙「香川建設ユニオン」に「国保組合だより」として記事を掲載し

（又は折込みとし）、この事業の趣旨の普及啓発を図り、特定健診・特定

保健指導の実施率の向上に努めます。 

 

(3) ホームページへの掲載 

特定健康診査等実施計画の公表方法と同様、ホームページに掲載し、こ

の事業の趣旨の普及啓発を図り、特定健診・特定保健指導の実施率の向上

に努めます。 

 

(4) 支部機関紙への掲載ほか 

機関紙を発行している支部に対して、この事業の実施に関する記事の掲

載を依頼するなどにより、特定健診・特定保健指導の実施率の向上に努め

ます。 
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第９章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

１ 特定健康診査等実施計画の評価方法 

(1) 目標達成状況の評価 

前年度の結果について、１０月の法定報告時に、第４章で設定した目標

値の達成状況を評価します。 

 

(2) 実施体制に関する評価 

計画した実施体制（実施方法・内容・スケジュール等）について、計画

どおり円滑に実施できたかの評価を行います。 

 

２ 特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 

実施計画の見直しは、原則として、計画の 終年度である令和１１年度に

実施することとしますが、１の評価において、見直すべき点があれば、可能

なものについてはその年度から、その他については翌年度から見直すことと

します。 


